
は
じ
め
に

神
宝
と
は
広
義
に
は
「
神
社
の
宝
物
の
総
称
、
神
社
に
保
管
さ
れ
一
切
の
伝
統

工
芸
品
」
で
あ
り
、
狭
義
に
は
「
御
祭
神
に
由
緒
の
深
い
御
内
陣
の
奉
安
物
や
神

殿
の
造
替
遷
座
の
際
に
新
調
し
た
調
度
装
束
の
類
」
で
あ
る
。

『
延
喜
式
』
に
は
、
神
宮
（
伊
勢
）
の
神
宝
は
「
廿
一
種
神
宝
」
と
「
大
神
宮

装
束
」
と
に
区
別
し
て
規
定
さ
れ
、
現
在
も
神
宮
で
は
こ
の
制
を
基
本
的
に
残
し

て
い
る
。
神
宝
は
造
替
等
の
社
殿
新
造
時
に
あ
わ
せ
て
調
進
、
殿
内
に
奉
献
さ
れ

も
の
で
、
そ
の
際
、
旧
神
殿
に
納
置
さ
れ
て
い
た
神
宝
類
は
殿
外
に
撤
下
さ
れ
、

そ
れ
ら
を
「
古
神
宝
」
と
呼
ぶ
。
た
だ
し
、
撤
下
神
宝
は
、
原
則
と
し
て
地
中
に

埋
蔵
あ
る
い
は
焼
却
さ
れ
て
、
人
目
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
古
神
宝
の

現
存
遺
品
は
多
く
な
い
。
神
宮
、
春
日
大
社
、
熱
田
神
宮
、
鶴
岡
八
幡
宮
伝
存
の

遺
例
が
主
た
る
も
の
で
あ
る
。

神
々
の
御
料
と
し
て
調
進
さ
れ
る
神
宝
は
、
良
材
を
選
び
、
最
高
の
技
術
を
尽

く
し
て
つ
く
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
当
代
の
技
術
・
意
匠
の
粋
が
知
ら
れ
る
こ
と
で
、

髙津：熊野新宮神宝図について
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熊
野
新
宮
神
宝
図
に
つ
い
て

髙

津

綾

乃

＊

要

旨

国
宝
指
定
の
熊
野
速
玉
大
社
古
神
宝
類
は
八
十
五
種
あ
る
。
熊
野
十
二
社
権
現
と
阿

須
賀
神
社
に
ほ
ぼ
均
等
に
調
進
さ
れ
た
宝
物
の
実
数
は
、
千
点
を
超
え
る
膨
大
な
も
の

で
あ
る
。

「
熊
野
新
宮
神
宝
図
」（
個
人
蔵
）
は
、「
御
平
胡
籙
」、「
御
鐙
」、「
杏
葉
」、「
御
鞭
」、

「
御
鎌
」、「
太
鼓
ノ
如
キ
物
」、「
御
劔
」
の
計
七
点
の
彩
色
図
と
、
各
々
に
添
え
ら
れ

た
墨
書
に
よ
る
注
記
、
ま
た
「
御
平
胡
籙
」
の
白
描
画
、「
御
鞭
」
と
「
御
鐙
」
の
白

描
画
と
そ
れ
に
細
部
の
寸
法
を
書
き
示
し
た
も
の
、
図
は
な
い
も
の
の
「
御
鞆
」
の
説

明
が
あ
り
、
末
尾
の
奥
書
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

本
図
に
よ
り
、
現
存
す
る
古
神
宝
の
過
去
に
お
け
る
修
理
歴
や
、
十
八
世
紀
に
す
で

に
神
宝
間
に
若
干
の
混
雑
が
伺
わ
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

神
宝
図
で
現
存
す
る
の
は
神
宮
神
宝
関
係
と
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
熊
野
速
玉
社
関
係

の
写
本
が
わ
ず
か
に
残
る
程
度
で
、
本
図
は
貴
重
な
作
例
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
神
宝
、
古
神
宝
、
神
宝
図
、
熊
野
速
玉
大
社
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工
芸
史
研
究
の
上
で
も
重
要
な
作
品
群
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

さ
て
、
神
宝
を
描
い
た
絵
図
は
、
調
進
時
に
お
け
る
工
人
た
ち
の
「
手
控
え
」

的
な
も
の
や
、
ま
た
造
替
や
修
理
時
に
作
成
し
た
も
の
な
ど
、
多
く
が
存
在
し
た

は
ず
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
の
は
神
宮
神
宝
関
係
と
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
熊
野
速

玉
社
関
係
の
写
本
が
わ
ず
か
に
残
る
程
度
で
あ
る
。

一
、
熊
野
速
玉
大
社
の
古
神
宝
に
つ
い
て

熊
野
速
玉
大
社
は
、
紀
伊
半
島
の
南
東
部
、
熊
野
川
の
河
口
近
く
に
鎮
座
し
、

熊
野
本
宮
大
社
、
熊
野
那
智
大
社
と
と
も
に
、
熊
野
三
山
を
形
成
し
て
い
る
。
熊

野
速
玉
大
社
は
速
玉
大
神
を
、
熊
野
本
宮
大
社
は
家
津
御
子
大
神
を
、
熊
野
那
智

大
社
は
夫
須
美
大
神
を
主
祭
神
と
す
る
。
各
社
と
も
こ
れ
ら
三
神
と
、
さ
ら
に
五

所
王
子
四
所
明
神
の
九
神
を
あ
わ
せ
、
十
二
神
（
那
智
は
飛
滝
権
現
を
あ
わ
せ
た

十
三
神
）
を
と
も
に
祀
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
社
殿
に
奉
献
す
る
神
宝
調
進
が
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
行
わ
れ
て
い
た

か
明
確
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
速
玉
社
の
主
祭
神
で
あ
る
熊
野
速
玉
大
神
像

（
現
存
）
の
制
作
時
期
を
九
世
紀
後
半
と
み
な
す
と
、
そ
れ
と
同
時
期
か
、
あ
る

い
は
延
喜
七
年
（
九
〇
七
）
の
宇
多
天
皇
熊
野
行
幸
な
ど
の
際
に
調
進
が
行
わ
れ

て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
遷
宮
に
伴
う
神
宝
調
進
が
確
実
に
行
わ
れ
た
こ

と
を
示
す
の
は
、『
百
練
抄
』
応
徳
二
年
（
一
〇
八
五
）
三
月
四
日
条
で
、

熊
野
新
宮
遷
宮
日
時
定
也
。
今
日
神
宝
御
覧
也
。
勅
使
權
中
納
言
清
盛
卿
参

内
。
給
震
筆
宣
命
。
又
有
御
拜
被
准
太
神
宮
例
。
公
家
御
沙
汰
之
時
。
爲
公

家
被
勘
之
。
仙
洞
御
沙
汰
之
時
。
於
仙
洞
被
勘
之
。
（

）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
明
月
記
』『
猪
隈
関
白
記
』
な
ど
に
正
治
二
年
（
一

二
〇
〇
）
の
後
鳥
羽
上
皇
の
熊
野
御
幸
に
際
し
て
、
八
条
院
調
進
の
四
合
を
含
む

十
二
合
の
手
箱
が
献
じ
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
。
神
宝
の
内
容
や
奉
献
の
規
模
ま
で

知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
天
皇
家
や
貴
族
と
密
接
な
関
係
を
保
ち
、
確
固
た
る

経
済
基
盤
に
よ
っ
て
造
替
遷
座
、
神
宝
調
進
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
十
二
世
紀
頃
に
萌
芽
し
た
伊
勢
熊
野
同
体
説
の
広
が
り
に
よ
っ
て
、
天

皇
家
に
よ
る
伊
勢
神
宮
の
神
宝
調
進
の
制
が
、
熊
野
速
玉
大
社
に
影
響
を
与
え
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
鎌
倉
時
代
末
期
に
な
る
と
、
盛
況
で
あ
っ
た
熊
野
詣
は
次
第
に
衰
微
し
、

ま
た
社
殿
の
遷
宮
、
神
宝
調
進
の
中
核
で
あ
っ
た
天
皇
家
の
財
政
が
逼
迫
し
て
、

神
宝
調
進
の
み
な
ら
ず
社
殿
の
造
営
も
行
き
詰
ま
る
よ
う
に
な
る
。
建
武
元
年

（
一
三
三
四
）
ご
ろ
の
『
熊
野
山
新
宮
神
官
等
申
状
案
』
に
よ
る
と
、
三
三
年
に

一
度
と
す
る
遷
宮
は
、
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
の
社
殿
炎
上
に
伴
う
仮
殿
の
造

営
以
降
、
滞
っ
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。『
熊
野
山
新
宮
惣
神
官
等
重
訴
状
案
』

に
よ
る
と
、
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
に
は
社
壇
の
造
営
に
留
ま
っ
て
い
た
た
め
、

神
官
ら
が
三
所
神
殿
（
結
宮
・
速
玉
宮
・
証
誠
殿
）
の
神
宝
は
禁
裏
（
天
皇
）・

仙
洞
（
上
皇
）・
室
町
殿
（
足
利
義
満
）
が
調
進
し
、
そ
の
ほ
か
の
阿
須
賀
宮
を

含
め
た
十
社
の
神
宝
は
諸
国
の
守
護
に
調
進
さ
せ
る
べ
く
訴
え
て
お
り
、
依
然
と

し
て
熊
野
を
と
り
ま
く
状
況
は
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
経
て
、
明
徳
元
年
に
よ
う
や
く
遷
宮
に
伴
う
神
宝
の
調
進

が
行
わ
れ
た
。
神
宝
調
進
に
際
し
作
成
さ
れ
た
『
熊
野
山
新
宮
神
宝
目
録
』
は
原
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本
が
失
わ
れ
た
も
の
の
、
江
戸
時
代
の
写
本
が
残
っ
て
お
り
、
巻
末
に
「
明
徳
元

年
十
一
月
日
」
の
奥
書
が
見
え
る
。
現
在
残
る
古
神
宝
類
の
多
く
は
こ
の
目
録
の

記
述
と
一
致
し
、
こ
の
年
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
国
宝
に
指

定
さ
れ
て
い
る
熊
野
速
玉
大
社
古
神
宝
類
は
八
十
五
種
を
数
え
る
。
し
か
し
、
手

（

）

箱
の
よ
う
に
内
容
品
が
豊
富
な
も
の
や
外
箱
を
付
属
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
た
め

に
、
実
際
は
千
点
を
超
え
る
膨
大
な
も
の
に
な
る
が
、
目
録
の
記
述
は
そ
れ
を
上

回
る
神
宝
奉
献
を
伝
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
膨
大
な
神
宝
調
進
を
支
え
る
、
十
分
な
経
済
力
は
す
で
に
禁
裏
・
仙

洞
に
は
な
く
、
諸
守
護
の
支
援
を
促
し
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
れ
も
捗
々
し
い
状

況
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
神
宝
制
作
を
強
力
に
推
し
進
め
ら
れ

た
の
は
、
当
時
絶
大
な
権
力
を
誇
っ
て
い
た
室
町
幕
府
、
つ
ま
り
征
夷
大
将
軍
足

利
義
満
の
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
存
す
る
神
宝
は
、
た
と
え
ば
手
箱
な
ど

に
、
地
蒔
や
加
飾
に
各
々
の
社
格
の
差
を
反
映
さ
せ
つ
つ
も
全
体
と
し
て
の
秩
序

と
統
一
が
図
ら
れ
た
神
々
の
御
料
に
ふ
さ
わ
し
い
意
匠
と
工
芸
技
術
に
よ
っ
て
制

作
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
幕
府
の
強
力
な
主
導
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら

（

）

な
い
。

二
、
熊
野
新
宮
神
宝
図
に
つ
い
て

本
稿
で
紹
介
す
る
「
熊
野
新
宮
神
宝
図
」（
個
人
蔵
）
は
、
縦
二
七
・
三
㎝
、

全
長
四
五
四
・
四
㎝
の
無
軸
の
巻
子
で
あ
る
。
印
籠
蓋
造
り
の
外
箱
が
つ
き
、
蓋

表
に
は
『
熊
野
新
宮
神
宝
図
』
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。

奥
書
に
、

右
幸
依
得
拝
見
之
便
宜
爲
後
勘
所
録
如
件

享
保
十
九
年
十
月
日

宇
治
田
忠
郷

熊
野
新
宮
之
神
宝
者
往
昔
行
幸
御
幸
之
時
被
寄
附
之
御
調

度
歟
當
時
在
御
内
陣
神
宝
如
神
躰
云
将
軍
家
爲
御
沙
汰

紀
伊
中
納
言
殿
悉
作
図
比
献
之
宇
治
田
忠
郷
平
右
衛
門
紀
列
家
士
也

奉
行
野
此
圖
授
于
忠
郷
誥
云
毎
度
此
寄
附
之
時
有
寄
附
状

是
亦
干
今
有
之
云
云
又
紛
失
之
品
少
々
雖
有
之
古
物
悉
存
在
此
外

如
此
類
繪
圖
及
數
巻
云
云
追
々
可
借
用
之
㫖
令
約
束
了
上
古

調
度
眼
前
存
在
以
之
圖
之
爲
之
證
據
者
也
殊
御
笏
笥
御
艸
鞋

筥
鳥
頭
太
刀
等
其
躰
諸
記
未
所
見
処
忽
得
此
圖
盲
亀
浮
木

也
堅
秘
而
不
可
及
外
見
之
者
也

元
文
三
年
六
月
廿
一
日

御
厨
子
所
領
預
采
女
正
紀
直

右
熊
野
新
宮
神
宝
圖
二
巻
以
紀
朝
臣
之
本
傳
寫

壬
戌
夏
五
月
七
日

山
脇
貞
尚

安
永
九
年
庚
子
冬
十
月
朔
日

伊
勢
平
蔵
貞
丈
寫

安
永
十
年
辛
丑
春
三
月
七
日

大
久
保
一
郎
右
衛
門
忠
寄
寫
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と
あ
る
。

本
図
が
描
か
れ
た
経
緯
を
、
奥
書
と
国
書
人
名
辞
典
（
岩
波
書
店

一
九
九
三

年
）
に
よ
っ
て
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
そ
も
そ
も
享
保
十
九
年
（
一
七

三
四
）
十
月
の
熊
野
神
社
修
復
に
あ
た
っ
て
、
紀
伊
中
納
言
（
第
六
代
紀
伊
藩

主
・
徳
川
宗
直
）
の
命
に
よ
り
、
和
歌
山
藩
の
家
臣
で
、
有
職
に
精
し
か
っ
た
宇

治
田
忠
卿
（
一
六
九
一
～
一
七
四
四
）
が
作
成
し
た
絵
図
（
祖
本
）
に
遡
る
。
絵

図
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
忠
郷
は
、
本
図
に
し
ば
し
ば
「
目
録
云
」
と
記
載
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
宝
を
列
挙
し
た
「
目
録
」
を
参
照
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

（

）

る
。そ

の
後
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
、
御
厨
子
所
預
で
、
有
職
故
実
学
者
で

も
あ
っ
た
高
橋
宗
直
（
一
七
〇
三
～
一
七
八
五
）
が
宇
治
田
忠
郷
の
提
供
に
よ
り
、

こ
の
宝
物
の
模
写
図
を
見
る
機
会
を
得
て
作
成
し
た
の
が
、
本
図
の
原
本
に
な
る

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
身
分
は
不
詳
で
あ
る
が
、
山
脇
貞
尚
と
い
う
人
物
が
紀
朝
臣
（
高
橋
宗

直
の
本
姓
）
の
本
を
写
し
た
。
次
に
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）、
有
職
故
実
学

者
の
伊
勢
貞
丈
（
一
七
一
七
～
一
七
八
四
）
が
書
写
さ
せ
、
自
ら
が
注
釈
を
加
え

て
い
る
。
そ
れ
を
も
と
に
安
永
十
年
（
一
七
八
一
）、
幕
臣
の
大
久
保
一
郎
忠
寄

（
一
七
四
二
～
？
）
に
よ
っ
て
写
さ
れ
た
の
が
本
図
で
あ
る
。
な
お
、
忠
郷
の
作

成
し
た
祖
本
は
、
主
要
な
神
宝
を
数
多
く
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
い

つ
の
時
点
か
は
定
か
で
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
う
ち
か
ら
武
器
・
武
具
類
を
抽

出
し
て
成
っ
た
も
の
が
作
ら
れ
た
ら
し
い
。

本
図
所
載
宝
物
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。（
名
称
は
本
図
に
記
さ
れ
た

も
の
と
し
、
括
弧
内
に
国
宝
指
定
名
称
を
記
す
）

①
御
平
胡
籙
（
桐
文
蒔
絵
平
胡
籙
）

②
御
鐙
（
金
銅
壺
鐙
）

③
杏
葉
（
金
銅
杏
葉
）

④
御
鞭
（
朱
塗
鞭
）

⑤
御
鎌
（
鎌
槍
）

⑥
太
鼓
ノ
如
キ
物
（
金
銅
装
錦
包
懸
守
カ
）

⑦
御
劔
（
金
銀
装
鳥
頸
太
刀
）

の
計
七
点
の
彩
色
図
と
、
各
々
に
墨
書
に
よ
る
寸
法
や
作
図
の
意
図
を
添
え
る
。
ま

た
、
上
記
七
点
に
続
き

ⅰ
「
御
平
胡
籙
」
の
白
描
画

ⅱ
「
御
鞭
」
と
ⅲ
「
御
鐙
」
の
白
描
画
と
、
そ
れ
ら
細
部
の
寸
法

ⅳ
御
鞆
（
図
な
し
）

の
説
明
が
あ
り
、
末
尾
の
奥
書
が
続
く
。

次
に
、
各
神
宝
の
紹
介
と
図
版
順
は
本
図
の
掲
載
順
に
行
う
。
宝
物
の
詳
細
説

明
に
関
し
て
は
、
実
査
と
二
〇
〇
五
年
に
和
歌
山
県
立
博
物
館
で
行
わ
れ
た
『
特

別
展

熊
野
速
玉
大
社
の
名
宝
―
新
宮
の
歴
史
と
と
も
に
―
』（
神
宝
の
関
連
部

分
は
安
永
拓
世
氏
執
筆
）
の
図
録
を
参
考
に
し
た
。
本
図
所
載
の
宝
物
の
説
明
を

よ
り
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
現
存
宝
物
の
形
状
を
記
し
た
の
ち
、
本
図
と

の
比
較
対
象
、
検
討
を
記
す
。

①
「
御
平
胡
籙
」
は
、
金
銅
覆
輪
の
背
板
両
面
と
方
立
外
面
に
、
梨
子
地
に
金

蒔
絵
と
螺
鈿
で
桐
文
を
表
し
、
前
板
に
は
二
個
の
金
銅
覆
輪
の
格
狭
間
を
透
か
す
。
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緒
を
通
す
孔
や
矢
束
を
結
ぶ
部
分
な
ど
に
は
桐
の
文
様
を
あ
し
ら
っ
た
金
銅
板
製

の
飾
金
具
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

本
図
で
は
背
板
両
面
は
飾
金
具
部
分
の
桐
文
の
み
を
描
き
、
方
立
は
黒
く
塗
っ

て
黒
漆
地
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
螺
鈿
と
高
蒔
絵
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
桐
文
を
描
く
。

絵
図
に
添
え
ら
れ
た
注
記
に
は
、

私
按
普
通
ノ
胡
籙
ニ
比
フ
ル
時
ハ
其
形
少
大
イ
ナ
リ
因
テ
是
ヲ
図
ス
猶
亦
蝶

鳥
金
物
矢
搦
ノ
緒
間
塞
ノ
薄
様
或
ハ
矢
タ
ハ
子
ノ
板
ナ
ド
云
物
ハ
ミ
エ
ス
矢

ハ
弭
捻
ヲ
以
テ
搦
ム
ト
イ
エ
ト
其
躰
新
古
ノ
儀
ヲ
不
知
尋
ヘ
キ
事
ナ
リ

と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
普
通
ノ
胡
籙
」
と
い
う
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
あ
た

る
か
不
詳
で
あ
る
が
、
神
宮
古
神
宝
の
胡
籙
の
背
板
高
さ
は
三
二
・
四
㎝
で
、
熊

（

）

野
速
玉
大
社
古
神
宝
は
背
板
高
さ
三
四
・
八
㎝
で
あ
る
の
で
、
確
か
に
少
し
大
き

い
と
言
え
る
。
ⅰ
「
御
平
胡
籙
」
白
描
画
の
背
板
は
、
高
さ
三
七
・
〇
㎝
で
、
現

存
宝
物
よ
り
も
さ
ら
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
白
描
画
は
大
き
さ
や
細
部
の
装

飾
な
ど
の
説
明
も
な
く
外
枠
の
み
描
か
れ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
記
さ
れ

て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

②
「
御
鐙
」
は
、
金
銅
装
唐
鞍
の
付
属
品
と
し
て
一
双
が
伝
来
す
る
。

鐙
と
は
、
乗
馬
の
際
の
足
掛
か
り
か
つ
騎
乗
中
の
足
置
き
と
し
て
使
わ
れ
る
も

の
で
、
つ
ま
先
に
壺
の
よ
う
な
形
状
の
覆
い
が
あ
る
た
め
、
壺
鐙
と
呼
ば
れ
る
。

（

）

こ
の
壺
鐙
は
総
体
が
金
銅
板
製
で
、
舌
と
呼
ば
れ
る
足
置
き
の
部
分
が
壺
よ
り
わ

ず
か
に
長
く
、
壺
部
の
上
部
を
や
や
尖
ら
せ
、
先
端
は
丸
く
打
ち
出
し
て
い
る
。
壺

部
の
口
に
は
覆
輪
を
め
ぐ
ら
し
、
上
部
に
は
鉸
具
が
つ
い
た
長
い
金
銅
板
が
つ
く
。

こ
の
金
銅
板
に
、
文
様
な
ど
は
施
さ
れ
な
い
が
、
唐
鞍
の
も
の
と
類
似
し
て
お
り
、

同
時
期
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

壺
内
部
に
唐
鞍
の
鞍
褥
の
裂
と
同
じ
、
桐
・
三
つ
巴
・
菊
の
紋
を
あ
ら
わ
し
た

金
襴
が
貼
ら
れ
て
い
る
が
、
本
図
中
に
は
、

私
按
鐙
ノ
内
沓
入
ノ
所
赤
地
錦
ヲ
以
張
タ
リ
此
錦
モ
大
方
無
カ
如
キ
也
凡
唐

鞍
ノ
鐙
装
束
ノ
書
等
ニ
見
ヘ
シ
ハ
今
云
輪
鐙
也
此
神
宝
ノ
鐙
モ
シ
ク
ハ
古
ク

書
伝
ヘ
シ
壺
鐙
ナ
ト
称
セ
ル
物
歟
因
テ
圖

と
注
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
初
は
赤
地
錦
が
張
ら
れ
て
い
た
が
大
方
失
わ
れ
て

い
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
欠
失
な
く
張
ら
れ
た
金
襴
は
十
八
世
紀
以
降

に
修
理
・
後
補
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
存
す
る
古
神
宝
の
過
去
に
お
け
る
修

理
歴
が
知
れ
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
十
一
枚
目
の
白
描
図
に
は
詳
細
な
大
き
さ
が

（

）

記
さ
れ
て
お
り
、
現
存
宝
物
と
も
寸
法
は
大
方
一
致
す
る
。

③
「
杏
葉
」
は
、
銅
鍍
金
製
で
十
七
個
あ
り
、
長
さ
は
一
一
・
五
㎝
～
一
五
・

二
㎝
で
、
細
部
を
毛
彫
り
す
る
。

杏
葉
は
馬
具
の
一
種
で
、
上
古
の
飾
り
馬
、
平
安
時
代
の
唐
鞍
、
胸
繋
、
鞦

に
つ
け
た
装
飾
具
で
あ
り
、
本
図
に
も

（

）

私
按
此
杏
葉
ノ
内
モ
赤
地
織
物
ヲ
以
張
ル
㕝
彼
是
ヲ
取
合
セ
見
テ
コ
ソ
錦
ナ

ル
ヘ
キ
ト
ハ
知
ラ
レ
ス
目
録
ノ
文
ノ
中
ヲ
考
ウ
ル
ニ
班
胸
鞦
等
ニ
付
ル
料
ナ

ル
ヘ
シ
杏
葉
ノ
書
圖
ハ
知
事
ヲ
得
ツ
レ
ド
モ
今
現
ニ
其
形
ヲ
見
ル
ニ
ヨ
リ
テ

圖
ス

と
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
は
大
一
九
枚
、
小
一
〇
枚
あ
っ
た
と
あ
る
が
現
在
は
一

七
枚
が
残
る
の
み
で
、
大
と
小
が
ど
れ
ほ
ど
の
大
き
さ
の
差
で
区
別
し
た
の
か
は

不
明
で
あ
る
。
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金
具
を
入
れ
て
一
七
・
三
㎝
、
葉
の
部
分
の
み
で
一
四
・
七
㎝
、
ほ
ぼ
原
寸
大

の
大
き
さ
で
描
か
れ
て
い
る
。

④
「
御
鞭
」
は
長
さ
八
七
・
九
㎝
の
朱
漆
塗
り
の
木
製
鞭
で
あ
る
。

鞭
は
馬
を
御
す
る
と
き
に
も
用
い
ら
れ
た
が
、
軍
陣
に
お
い
て
は
指
揮
に
も
用

い
ら
れ
た
。

本
図
の
中
で
は
、

目
録
云
御
鞭
一
本
地
蒔
絵
金
銅
上
下
鐺
藤
白
薄
様
緋
組
緒
等

と
あ
っ
て
、「
目
録
」
で
は
鞭
に
地
蒔
絵
が
施
さ
れ
て
い
た
と
記
し
て
い
る
。『
餝

抄
』
下
に
は
、

乗
和
鞍
之
時
、
用
蒔
絵
鞭
、
用
平
文
鞍
之
時
、
猶
用
蒔
絵
鞭
、
無
難
歟
、
舞

人
用
藤
巻
鞭
、
馳
馬
故
歟
、
打
任
テ
ハ
鞭
令
指
舎
人
腰
、
而
平
礼
・
出
衣
舎

人
令
指
狩
衣
頸
紙
、
高
官
高
位
之
人
、
強
依
不
持
鞭
、
如
此
歟
、
浅
位
之
人

尤
自
可
持
、
仍
無
此
儀
歟

と
あ
り
、
装
飾
を
施
し
た
鞭
は
公
家
の
使
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（

）

さ
ら
に
本
図
に
は
、

私
按
ニ
現
在
之
御
鞭
朱
漆
也
目
録
ニ
違
フ
歟
猶
後
勘
ノ
爲
是
ヲ
圖
ス

と
あ
り
、
本
図
制
作
当
時
に
残
っ
て
い
た
の
は
朱
塗
鞭
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ⅱ
の
白
描
画
の
寸
法
に
総
長
は
な
く
、
金
具
長
の
み
で
あ
る
が
、
形
状
か
ら
見
て

現
存
神
宝
と
相
違
な
い
と
思
わ
れ
る
。

⑤
「
御
鎌
」
は
、
鎗
の
穂
先
に
枝
を
つ
け
た
姿
が
鎌
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
鎌

槍
と
も
言
わ
れ
る
。
本
来
槍
は
突
く
と
い
う
動
作
で
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
鎌
槍
は
鎌
の
形
が
、
穂
に
対
し
て
直
角
に
近
く
な
っ
て
お
り
、
薙
刀
状
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
表
に
は
梵
字
を
彫
り
、
鎬
筋
は
細
い
棒
樋
を
掻
く
。
茎
は
比

較
的
長
く
、
先
は
栗
尻
で
、
目
釘
穴
は
二
個
、
銘
は
表
に
「
備
州
長
船
祐
光
」
と

あ
る
。
造
り
こ
み
は
両
鎬
に
刃
が
つ
い
て
い

。

本
図
の
中
で
は
、

私
按
長
サ
ハ
脛
巾
金
ノ
上
ヨ
リ
ホ
コ
サ
キ
マ
テ
一
尺
一
寸
廣
キ
事
ハ
一
寸
一

歩
シ
半
ニ
メ
其
中
ニ
通
テ
背
ア
リ
前
後
ノ
面
片
方
ハ
小
釼
ノ
形
ノ
陽
文
ニ
彫

付
片
方
ハ
隠
起
シ
メ
顕
シ
皆
長
キ
事
四
寸
八
分
也
心
長
サ
一
尺
二
寸
二
分
脛

巾
ノ
地
力
子
ハ
黒
ク
色
付
キ
テ
其
性
ハ
見
ワ
キ
カ
タ
シ
此
鎌
ノ
コ
ト
キ
名
ヲ

神
人
社
僧
ノ
詞
ニ
ハ
鎗
鎌
ト
ソ
云
ヒ
ナ
ラ
ハ
セ
リ
國
史
ニ
モ
書
サ
レ
タ
ル
鎌

鎗
ナ
ト
称
セ
シ
物
ハ
此
類
ヒ
ニ
モ
ヤ
ト
是
ヲ
圖
ス

と
あ
り
、
か
な
り
詳
細
な
寸
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
鎌
槍
は
、
現
在
阿
須
賀
神
社
伝
来
古
神
宝
と
し
て
熊
野
速
玉
大
社
古
神
宝

類
と
は
別
に
国
宝
指
定
さ
れ
て
お
り
、
本
図
で
も
「
目
録
之
外
」「
神
倉
神
宝
也
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
速
玉
社
の
古
神
宝
と
は
伝
来
を
異
に
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
当
時
す
で
に
神
宝
間
に
若
干
の
混
雑
が
伺
わ
れ
る
こ
と
は
、
熊
野
神

宝
の
伝
来
史
を
考
え
る
上
で
は
留
意
さ
れ
る
。

⑥
「
太
鼓
ノ
如
キ
物
」
は
、
絵
図
の
形
状
・
意
匠
か
ら
現
存
す
る
金
銅
装
錦
包

懸
守
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
懸
守
は
神
仏
の
護
符
な
ど
を
中
に
入
れ
て
首

か
ら
さ
げ
る
主
に
女
性
が
用
い
る
守
り
袋
で
、
円
筒
形
木
製
の
容
器
を
錦
で
包
ん

で
作
る
。
大
阪
・
四
天
王
寺
の
も
の
（
国
宝
）
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
断
面
が
楕
円
形
扁
平
の
木
製
筒
形
で
、
大
半
が
失
わ
れ
て
い
る
も
の

の
紺
地
と
思
わ
れ
る
錦
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
錦
の
上
に
は
梅
の
木
と
籬
を
あ
ら
わ

（
10
）る
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し
た
飾
金
具
を
装
着
し
、
左
右
の
上
端
に
は
花
形
座
の
紐
通
し
用
鐶
金
具
を
付
け

る
。今

日
知
ら
れ
る
熊
野
速
玉
大
社
所
蔵
の
神
宝
目
録
類
に
は
、「
懸
守
」
の
記
述

は
認
め
ら
れ
な
い
。
仮
に
女
神
に
奉
納
さ
れ
た
と
す
れ
ば
結
宮
か
若
宮
か
の
い
ず

れ
か
の
は
ず
だ
が
、
両
社
記
載
の
神
宝
に
該
当
す
る
品
は
な
い
。
本
図
で
は
、

私
按
云
左
ニ
図
ス
ル
太
鼓
ノ
如
キ
物
ヲ
見
ル
ニ

地
ノ
織
物
ヲ
以
惣
躰
ヲ

押
ツ
ツ
モ
突
立
障
子
毎
ノ
立
木
等
其
ニ
金
ノ
造
リ
物
ニ
テ
其
メ
グ
リ
開
闔
ス

ヘ
キ
所
モ
ナ
ク
又
何
事
ノ
タ
メ
ニ
用
ヘ
キ
物
ニ
ヤ
ト
モ
考
ウ
ル
事
ヲ
得
サ
ル

ユ
ヘ
是
ヲ
図
ス

と
あ
り
、
用
途
が
不
明
で
あ
る
か
ら
写
し
た
と
あ
る
。
た
だ
し
十
九
世
紀
の
『
紀

伊
続
風
土
記
』
巻
八
十
二
「
当
時
神
宝
目
録
」
の
証
誠
殿
の
条
に
「
印
籠
一
」
と

あ
り
、
こ
れ
に
相
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
貞
丈
の
記
し
た
注
記
に
、

貞
丈
按
此
太
鼓
ハ
餝
馬
率
ク
者
ナ
ト
ノ
装
束
ニ
付
ル
付
ケ
物
ノ
具
ナ
ル
ヘ
シ

付
物
ハ
風
流
ニ
ス
ル
事
ナ
レ
ハ
何
ヲ
付
ル
ト
定
タ
ル
法
ハ
ナ
シ
春
日
社
唐
戸

ニ
画
ケ
ル
餝
馬
率
者
装
束
ニ
付
ケ
物
シ
タ
リ

と
あ
る
。
貞
丈
の
よ
う
な
博
学
の
有
職
故
実
家
で
さ
え
も
こ
れ
が
懸
守
で
あ
る
こ

と
を
認
知
し
て
い
な
い
の
は
不
審
で
あ
る
。

⑦
「
御
劔
」
は
、
柄
頭
に
瑞
鳥
の
首
を
装
着
さ
せ
た
飾
太
刀
で
、
拵
の
み
残
存

す
る
。
柄
は
銀
板
を
鮫
皮
に
擬
し
、
鞘
は
薄
い
銀
板
を
貼
っ
た
上
に
海
波
や
麒
麟

を
透
か
し
彫
り
し
た
銀
製
鍍
金
の
板
を
被
せ
、
要
所
に
も
様
々
な
意
匠
の
金
具
を

着
し
て
い
る
。
一
個
の
目
釘
と
片
面
四
個
の
俵
鋲
は
玉
装
輪
宝
文
を
打
ち
、
柄
頭

に
は
容
彫
の
鳳
凰
首
、
棟
に
は
菊
座
に
火
焔
宝
珠
を
据
え
る
。
鍔
は
輪
宝
形
で
、

鞘
は
銀
板
包
の
地
に
海
波
文
透
彫
金
具
を
か
ぶ
せ
、
押
し
出
し
の
麒
麟
文
を
打
ち
、

足
、
責
、
鐺
に
は
鱗
文
透
か
し
の
帯
金
具
を
巻
く
。
帯
取
足
は
紫
の
染
革
に
四
段

の
責
金
具
を
つ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
押
出
し
毛
彫
り
の
鳳
凰
文
金
具
を
装
着
す
る
。
飾

金
具
は
す
べ
て
銀
台
鍍
金
製
で
あ
る
。

図
は
鞘
の
水
文
や
海
波
の
様
子
、
金
具
の
形
や
瑠
璃
の
色
、
鳥
頸
の
形
、
鍔
の

輪
宝
等
要
所
を
詳
細
に
図
示
す
る
一
方
で
、
鞘
に
描
か
れ
た
麒
麟
の
姿
や
柄
の
輪

宝
、
帯
取
足
の
責
金
具
は
図
示
せ
ず
「
麒
麟
」「
金
輪
宝
」「
鳳
凰
」
と
記
す
の
み

で
あ
る
。
注
記
に
は
、

私
按
今
神
劔
目
録
ハ
聊
カ
違
ヒ
ア
ル
歟
サ
レ
ト
モ
鳥
頸
其
外
ノ
模
様
等
ヲ
知

リ
タ
メ
大
槩
図
之
猶
其
躰
ヲ
色
ト
リ
テ
是
ヲ
ツ
マ
ヒ
ラ
カ
ニ
セ
ン
ト
欲
ス
ル

ニ
附
録
シ
ツ
キ
タ
ル
所
ニ
イ
フ
カ
シ
キ
事
ノ
多
ケ
レ
ハ
其
マ
マ
墨
カ
キ
ニ
図

ス

と
記
し
て
い
る
。

本
図
に
描
か
れ
た
拵
の
長
さ
を
測
る
と
、
総
長
は
九
八
・
三
㎝
、
柄
長
二
六
・

一
㎝
、
鞘
長
七
二
・
二
㎝
で
、
現
存
宝
物
は
拵
総
長
一
〇
五
・
七
㎝
、
柄
二
五
・

七
㎝
、
鞘
七
八
・
五
㎝
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
宝
物
と
大
き
さ
を
照
ら
し
合
わ
せ
て

精
密
に
写
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

本
図
で
貞
丈
は
、

貞
丈
按
此
鳥
頭
ハ
鳳
ト
見
ユ
是
ユ
是
神
宝
ノ
制
ニ
テ
他
ニ
用
サ
ル
物
ナ
ラ
ン

歟
鷹
餝
ノ
佩
ク
鳥
頭
太
刀
ハ
鴛
頭
也
秋
長
記
ニ
見
タ
リ
混
雑
ス
ヘ
カ
ラ
ス

と
記
し
て
い
る
が
、『
貞
丈
雑
記
』
の
鳥
頭
太
刀
の
項
に
、
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紀
州
熊
野
新
宮
神
宝
の
中
に
、
鳥
頭
の
太
刀
図
あ
り
。
こ
れ
は
柄
頭
鳳
凰
の

首
に
似
た
り
。
鍔
は
り
ん
ぼ
う
な
り
。
こ
れ
は
唯
、
神
宝
の
体
に
て
、
人
間

の
用
い
る
物
に
あ
ら
ず
。

と
の
記
述
が
あ
り
、
宝
物
へ
の
所
見
は
一
貫
し
て
い
る
。

御
劔
の
次
に
は
、
先
に
記
し
た
、
ⅰ
「
御
平
胡
籙
」
の
白
描
画
と
ⅱ
「
御
鞭
」、

ⅲ
「
御
鐙
」
の
白
描
画
が
続
き
、
ⅳ
「
御
鞆
」
の
記
述
と
な
る
。

鞆
の
図
は
な
く
、

私
按
ル
コ
ノ
神
器
今
闕
失
セ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
目
録
ヲ
以
テ
考
エ
ル
ニ
是
神

宝
ノ
鞆
ニ
シ
テ
征
器
ノ
鞆
ニ
ハ
其
躰
モ
等
シ
カ
ラ
シ
猶
モ
式
ニ
書
サ
レ
タ
ル

神
宝
ノ
鞆
ニ
モ
此
制
マ
タ
差
異
ア
ル
歟
因
テ
是
ヲ
録
シ
ツ
ク
ス

と
あ
り
、
今
日
伝
存
も
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
に
は
も
う
す
で
に
失
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

ち
な
み
に
鞆
と
は
、
革
製
で
中
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
縫
い
合
わ
せ
、
左
の
手
首
の

内
側
に
紐
で
結
び
つ
け
て
、
射
離
し
た
弓
の
弦
を
受
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
以
降
、
使
用
は
廃
れ
、
公
家
の
弓
矢
の
行
事
の
儀
仗
と
し
て
形
式
化
し

た
。
儀
仗
用
の
鞆
の
様
子
は
『
吉
部
秘
訓
抄
』
の
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
閏
十

二
月
十
日
条
の
弓
場
始
に
左
大
臣
実
房
か
ら
借
用
し
た
弓
矢
の
具
の
図
が
あ
り
、

特
に
三
つ
指
の
決
拾
と
鞆
の
図
が
江
戸
時
代
に
好
古
家
ら
に
注
目
さ
れ
、
推
定
復

元
が
作
成
さ
れ

の
が
、
欠
失
し
て
い
る
鞆
を
目
録
か
ら
考
証
し
て
い
る
こ
と
と

関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。

奥
書
に
「（
前
略
）
殊
御
笏
笥
御
艸
鞋
筥
鳥
頭
太
刀
等
其
躰
諸
記
未
所
見
忽
得

（
後
略
）」
と
あ
り
、
高
橋
宗
直
が
本
図
の
元
図
に
あ
た
る
も
の
を
作
成
し
た
と

（
11
）た

き
は
「
御
笏
箱
」
や
「
御
艸
鞋
」
の
図
が
あ
っ
た
こ
と
わ
か
る
。

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
に
は
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
絵
師
の
畑
綱

之
が
写
し
た
冊
子
形
の
「
熊
野
新
宮
神
宝
図
（
原
家
文
書
）」（
以
下
、
歴
彩
館
図
）

が
あ
る
。
こ
れ
は
本
図
と
同
じ
く
宇
治
田
忠
郷
、
高
橋
宗
直
の
流
れ
で
作
成
さ
れ

た
絵
図
を
踏
襲
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
、
し
か
も
歴
彩
館
図
に
は
「
御
笏
」
や

「
御
笏
箱
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
図
よ
り
も
よ
り
忠
郷
の
祖
本

に
近
い
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

。

な
お
、
熊
野
速
玉
大
社
に
は
明
治
三
十
年
に
作
成
さ
れ
た
「
熊
野
新
宮
神
宝
図
」

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
年
に
速
玉
大
社
の
古
神
宝
類
が
旧
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
年

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
指
定
に
ま
つ
わ
る
事
前
の
調
査
等
に
関
わ
る
資
料
で
あ
る
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
が
、
描
か
れ
た
詳
し
い
経
緯
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
熊
野
新
宮
神
宝
図
」
は
十
八
世
紀
、
社
殿
の
修
復
に
際

し
作
成
さ
れ
た
宝
物
絵
図
で
あ
る
。
作
成
を
命
じ
た
の
は
、
紀
伊
藩
主
・
徳
川
宗

直
で
、
本
図
は
当
初
作
成
さ
れ
た
原
本
の
う
ち
武
器
武
具
類
の
一
部
を
抽
出
し
た

も
の
で
あ
る
。
神
殿
に
納
置
さ
れ
る
神
の
御
料
で
あ
る
神
宝
は
、
社
殿
の
造
替
時

や
修
復
時
に
の
み
目
に
す
る
こ
と
が
叶
う
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
宗

直
は
本
図
の
作
成
を
命
じ
た
も
の
と
推
さ
れ
る
。
し
か
も
、
神
宝
は
制
作
当
時
の

工
芸
技
術
の
粋
を
こ
ら
し
て
調
進
さ
れ
、
第
一
級
の
品
で
あ
る
の
が
常
で
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
作
図
を
望
ん
だ
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
12
）る
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歴
彩
館
図
は
、
原
本
の
写
本
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
多
種
多
様
の
神
宝

が
描
か
れ
、
当
初
は
全
貌
に
近
い
神
宝
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
図

が
主
に
武
器
・
武
具
を
選
ん
で
構
成
し
て
い
る
の
は
、
武
家
社
会
に
お
け
る
興
味

の
対
象
が
そ
こ
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
本
図
の
紹
介
を
主
た
る
目
的
と
す
る
が
、
今
後
は
さ
ら
に
時
代
の
遡
る

神
宮
神
宝
絵
図
等
の
考
察
も
行
い
た
い
。

（
１
）
黒
板
勝
美
編
『
国
史
大
系

日
本
紀
略
・
百
錬
抄
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
二
九
年
）

（
２
）
京
都
国
立
博
物
館
『
京
都
国
立
博
物
館
蔵

国
宝
阿
須
賀
神
社
伝
来
古
神
宝
』
所
収

の
「
昭
和
三
十
三
年

国
宝
指
定
目
録
」（
同
館

一
九
七
二
年
）

（
３
）
関
根
俊
一
編
「
古
神
宝
」（『
日
本
の
美
術
』
五
五
一
号
、
至
文
堂

二
〇
〇
八
年
）

（
４
）
こ
こ
で
い
う
「
目
録
」
は
「
明
徳
十
年
十
一
月
日
」
の
奉
納
時
に
書
か
れ
た
目
録
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
現
存
す
る
、
熊
野
速
玉
大
社
蔵
「
熊
野
山
新
宮
神
宝
目
録
」

は
同
年
の
奥
書
が
あ
る
江
戸
時
代
の
写
本
で
あ
る
が
、
武
器
・
武
具
類
に
つ
い
て
掲

げ
る
巻
頭
部
分
を
欠
失
し
て
お
り
、
本
図
所
載
の
宝
物
と
の
照
合
が
で
き
な
い
憾
み

が
あ
る
。

（
５
）
奈
良
国
立
博
物
館
『
古
神
宝
―
神
々
に
さ
さ
げ
た
工
芸
の
美
―
』（
同
館

二
〇
〇

八
年
）

（
６
）
鈴
木
敬
三
編
『
有
職
故
実
大
辞
典
』「
鐙
」
の
項
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）

（
７
）
こ
の
唐
鞍
は
、
熊
野
速
玉
大
社
の
神
宝
目
録
類
の
記
述
か
ら
速
玉
宮
へ
奉
納
さ
れ
た

こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
熊
野
速
玉
大
神
の
祭
礼
で
、
十
月
十
五
日
に
行
わ
れ
る
神

馬
渡
御
式
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
神
馬
渡
御
式
で
は
、

熊
野
速
玉
大
神
の
御
霊
が
神
馬
上
の
唐
鞍
に
遷
さ
れ
、
熊
野
速
玉
大
社
か
ら
摂
社
の

阿
須
賀
神
社
を
経
て
、
熊
野
川
の
河
原
に
あ
る
御
旅
所
ま
で
の
道
を
巡
行
す
る
。
神

宝
で
あ
る
が
、
神
の
乗
り
物
と
し
て
使
用
さ
れ
、
修
理
さ
れ
た
こ
と
は
従
来
の
神
宝

観
を
覆
す
可
能
性
が
あ
る
。

（
８
）
注
６
同
書
「
杏
葉
」
の
項

（
９
）
注
６
同
書
「
鞭
」
の
項

（
10
）
注
２
同
書

（
11
）
注
６
同
書
の
「
鞆
」
の
項

（
12
）
歴
彩
館
図
に
は
今
回
紹
介
し
た
武
器
武
具
の
他
に
熊
野
速
玉
大
社
に
現
存
す
る
、
装

束
等
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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①御平胡籙

③杏葉

②御鐙
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④御鞭

⑤御鎌-1

⑤御鎌-2／⑥太鼓ノ如キ物
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⑦御劔
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ⅰ「御平胡籙」 白描画

ⅱ「御鐙」／ⅲ「御鞭」 白描画

ⅳ「御鞆／奥書」


